
様式第9号の2 (第 16条第 1項関係)

排業の樋類

労働者派避業

0

下記②に該当しない労働者

小業の名称

エムシーパートナーズ株式会社広島オフィス

時問外労働をさせる

必要のある具体的頂由

問が限定される業務(臨時の注文、納期

定)、あるいはその他緊急に亊務処理を要

る必要のあるとき。

械設備等緊急の修繕、生産調整・管理等

緊急対応、定修時の業務、あるいは従業員

勤その他不測の欠員を生じ、業務に支降を

たすとき。

時問外労働

休日労働

1年単位の変形労働"討罰制
により労働する労働留

修時等の緊急受付対応、あるいは従業員

こ欠勤その他不測の欠員を生じ、業務に支降

きたすとき。

に関する協定届

休日労働をさせる,"要のある具体的Ⅲ山

間が限定される業務(腰時の注文、納期改定)、あるいはその他緊急に事務

凡理を要する必要のあるとき。

業務の種類

回田回回四田団國囿田国団口

協定の有効則問出業の所在地(電話番号)

(〒739 0693)

広島!1,1大竹市御幸町 20-1 2025年4月1日から 1年問

械設備等緊急の修繕、生産調整・管理等の緊急対応、定修時の業務、詞る
生産関係業務

、は従業員欠勤その他不測の欠員を生じ、業務に支障をきたすとき.

修時等の緊急受付対応、あるいは従業員に欠動そのイ也不測の欠員を生U、業俣....,..
に支障をきたすとき。 他)

1二記で定める時1柳数にかかわらず,時問外労働及び休日労働を令算した"制制数は、

亊務関係業務

労働者数所定労働n寺闇

(満艇)
(11D

(1モ意)以 1:の行

フ.

生産関係業務

囲團田回田回田團囲回回囲回囲回回回團
1三塑凶囲LILI "",此""",'"叫副

ビジネスサボート業務

(受付営業清掃その

他)

6名

で、②については収時問まで)

加箏年4月1臼
,'.,.;所定勇;倖卯'1面菱.ー',,,:所定努働i尋'曲を、.{....所走野価蒔慨菱
法定労働時朋を超、る時問数法疋"働時問を超,7時問数法定労働時冏を超え7時1..1数
゛n'":(1壬意) iK・゛'ロ:(任愈) iえ・゛'Ⅱ:(任庫)

360時間

2 0 1 4 )(1竈話番号':08 2 7 52

延長すること力できる時制数

1箇月(①については45時問ま

7時問45分

和佑

1 厩1

7時問45分

加名

8時間

7時問45分

業務の種類

8時問 15分

8時問

事務関係業務

8時問 15分

8時問

労働音数

(満腿)以 1:の"

45時問

1"1"
自 000

70名会礼が折
1!4 1" 代勤務: 24 :00

日曜日から起算した週の初めの公休日査代"痔

20 名 Πの割{;の公{、Ⅱに":11;】16 11の公休11を朋1え」忠、 41 日数
川・日審(【

1箇月1一つぃて 100時1Ⅲ太満でなけれぱならず、かっ2筒月から6箇月までを平均して 80時問を超過しないこと。団

(チェックボックスに要チェック)

141Ξ(①については 360"与問ま
で,②については320時問まで)

8時間 15分

,

,

6名

45時間

Π動勤痛;

ヒ畔臼及び臼,'".川N樅Ⅱ、その獅Πリ之び

、"が1,JNU)"ι"である臼、{1:本{F牡;{10 j1 31

),そU)他 U!」1 30 臼、ド'ι{弔1"

゛"

労働させることができる怯定

休Uにおける始業及び終業の時刻
所定休日
(任窓)

45時間

,

360時問

労働させる〕とができる

怯定休日の日数

360時問

日動勤務:

公休白のうち土昭日の日数

休
日
労
働

時
問
外
労
働



様式第9号の2 (第 16 条第 1頂関係)(裏而)

(記峨心得)

1 業務の種類」の開には、時問外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働

基準法第託条第6項第1号の健康上特に有害な業務にっいて協定をした場合には、当該業務を他の業
務と恢別し記入すること。なお、業務の種類を記入するに汽たつては、業務の区分を細分化すること

により『該業務の範囲を明確にしなけれぱならないことに留意すること.

2 労働者数(満18歳以上の者)の欄には、時問外労働又は休日労働をさせることができる労働音の

数を記入ずること。

3 延長することができる時問数の棉の記入に当たつては、次のとおりとすること。時間数は労働基
準法第噐条から第詑条の5まで又は第卯条の規定により労働させることができる最長の労働時問

(以下法定労働時問」という。)を超える"問数を記入すること。なお、本棚に記入する時問数にかか

わらず、時問外労働及び休日労働を合算した時問数が1飾月について 100時問以上となつた場合、及び

2衡月から6筒月までを平均して80時問を超えた場合には労働基準怯違反(同法第 119 条の規定によ
り6箇n以下の懲役又は30万円以下の罰金)となることに留意すること。

1日の棚には、怯定労働鵬問を超えて延長することができる時問数であつて, 1詔にコいて( 1 )

の延長することができる隈度となる時1田数を記入すること。なお、所定労働時問を超える時問数に

ついても協定する場合においては、所定労働時問を超える■制桐数を併せて記入することができる。

(2) 1箇月」の欄には、法定労働時問を超えて延長することができる時開数であつて、「1年」の

桐に記るする「起算日」において定める日から1箇月ごとにっいての延長することができる限度と
なる時問数を45時問(対象朔問が3箇月を超える1年単位の変形労働時問制により労働する者に
つぃては、覗時問)の範囲内で記入すること。なお、所定労働時問を超える時問数についても協定

する場令においては,所定労働時問を超える時問数を併せて記入することができる。

1年」の棚には、怯定労働時問を超えて延長することができる時問数であつて、「起算日」に( 3 )

おいて定める日から1年についての延長することができる限度となる時問数を360時問(対象期問

が3箇"を超える1年単位の変形労働時問制により労働する者については、噐0"寺問)の範囲内で

記入すること。なお、所定労働"問を超える時問数についても協定する場合においては、所定労働

時問を超える時問数を併せて記入することができる.

備考)

労働基準法施行規則第24 条の2第4項の規定により、労働基準浩第開条の2第2項の協定(Ⅲ業場外

で従事する業務の遂行に通常必要とされる時問を協定する場合の当該協定)の内容を本様式に付記して届
け出る場合においては,1Ⅱ業場外労働の対象業務にっいては他の業務とは区別し、箏業場外労働の対象業
務である旨を括弧書きした上で、「所定労働時問」の欄には当該業務の遂行に通常壱要とされる"問を括弧

俳きすること。また、協定の有効朔問」の欄には事業場外労働に開する恊定の有効則問を括弧俳きするこ
と。

4 ②の欄は、労働基準怯第32条の4の規定による労働侍問により労働する労働者(対象捌闇が3筒月を超
える1年単位の変形労働時問制により労働する者に隈る。)にっいて記入すること。なお、延長することが
できる時問の上限は①の欄の労働者よりも短い(1箇月42時問、 1年詑0時問)ことに留意すること。
5 労働させることができる法定休日の臼数」の欄には、労働基準法第 35 条の規定による休日(1週Hよ
又は4週4休であることに留意すること。)に労働させることができる日数を記入すること。

6 労働させることができる怯定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基池法第35 条の規定
による休日で南つて労働させる二とができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。

7 労働基準法第36条第6項第2・冉及び第3月の要件を遵守する趣旨のチェックボックスにっいて、 2簡
月から6箇円まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した2箇月から6箇月までの期問を指す〕

とに留意すること.また,チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留
意すること。

8 恊定にっいては,労働名の過半数で線織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働音の過半数で
細織する労働細合がない場合は労働者の過半数を代表する帝と協定すること。なお、労働者の過'"数を代

表する者は,労働基準法施1丁規則第6条の2第 1写iの規定1、より、労働J'準怯第41条第2'月に規定する監
督又は管即の地位rある"でなく,かつ、同法に規定する協定李をする者を選出することを明らかにして

実施される投栗、挙下等の方法による乎続により選出された留であっ、使川占の意向に基づき送出され

たものでないーとーれらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないーとに留意すること。
9 本様式をもって協定とする場令においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明
らかとなるような方法1一より締結するよう留意すること。

10 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使mするーとーの場合、必要のある事項のみ記入する
ことで差し支えない



様式第9・舟の 2 (第 16 条第 1 写i1甥係)

臨時的に限座時闇を超えて労働させることができる場合

算・決算関連業務、業務期限の迫った重要な社外対応

(顧客、行政機関等)その他臨時に対応が必要となる業務

械蓑置の突発的故障修理への対応業務、原材料及び

制品バランス<影響のある突発トラブルへの対応業、事故・災害へ

対応、ブロジエクト業務におけるビーク時対応、その他廊時に対応

必要となる業務

限の迫った重要な社外対応(顧客、行政機関等)

の他臨時に対応が必要となる業務

時問外労働

休日労働

隈度時問を超えて労働させる場合における乎絖

業務の様類

隈度時問を超えて労働させる労働者に対する健康及び
福祉を確保するための措羅

に関する恊定局(特別条項)

労働音数

(都歳)(川貼・)

事務関係業務

恊定の成立年月旧 2025年2月7日

協定の『Ⅲ者である労働線合σⅡ業場の労働名の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表するぎの,'j "

恊定の当事者(労働音の過半数を代表する者の場合)の選出方怯(投禁による避挙)

1二記協定の当排者である労働紕合がⅢ業場の全ての労働者の過半数で組織する労鋤組合である又は上記協定の当辨者で南る労働者の過半数を代喪する者が辨業場の全ての労働者の過半数を代表する耆で南ること.団
(チェックポックスに斐チェック)

上記労働名の過半数を代長する者が、労働基地怯第41条第2号に規定する監督又は管理の地位に商る耆でなく、かっ、同怯1、規定する協定写をする占を選出することを明らかにして実施される投栗、挙千等の方法による手
続により選1."された音であって使朋名の愆向に基づき送出されたものでないこと。玉刀(チェックボックスに要チェック)

2025年2 阿フロ

L記で定める時問数にかかわらず,時闇外労働及び休日労働を合算した時間数は、 1i甫月にっいて 100時問未満でなけれぱならず、かっ?箇月から6箇月までを平均して80時問を超過しないこと。団
(チェックポックスに要チェック)

IU

(任意)

生産関係業務

延長することができる時問数

松定労働時問を
超える時問数

ビジキスサ"ー}業描

{受付下t業・排玉「}・

その他)

70名

所定労働時問を

超えるEケ問数

(任意)

1 箇冉
佃訓Ⅲ外労働長び仏臼労働を介算オ,"証1敦

働者イt表に対する事前申し入れ(協議)

(具体的内容)住亥当する汗fl})

①対象労働者への医師(産業医)による面接指導の実施
①⑤⑨ 9産業医等による助言・指導を受け又は労働者に産業医等による保健指導の実施

延長するこがきる時問数

及び休Π労働時問数

畷麼時問を"1え.、,:._.麼時問を超

h 」・る時選数休11・る時問数と休"えた労働に係
イ1゛'以艸に融6.)屶'働の時問数を介"」働の■与"1数を介'ι""

算した時問数算したB寺問数
(任意)

20名 99時問 55分1 25%(*) 720時間 259'0(*)15時間 6回

(*)但し、延長時間が1ケ月45時間を超えた場合の割増貨金率は259'0、 60時問を超える場合には割増貨金率は50%(法定・法定外とも1

日労働は35%)

6回

100 "● 11;1』、1"1、 01る

99時問 55分

6回

田

職名
郎力.'危"'滝沢 1人忙 1氏名
き』
＼'、、ノ

99時問 55分

(時問外労働のみのf寺問数.

n0時問以内に瓔る。)

起算日
2025年4月1日

【年j1111

蝉長することができる時問数

祐達労働時間を
超えるBキ問数

2デ越*)25ψ0(*)

1斬建労働時問を

超える時問数

U壬意)

塵時問を匙
えた労働に係

る割則賃令*

⑤対象労働者の勤務状況及びその健康状悲に応じ健康診断を実施

使用者

25%(*)



様式第9号の2 (第 16条第1頂関係)(裏血)

(記載心得)

1 労働基準法第 36 条第1頂の協定1、才'いて同条第5項に規定する嚇項に関する定めを締結した場合に

おける本様式の記入に当たつては、次のとおりとすること。

臨時的に限度時問を超えて労働させることができる場合」の欄には、汽該事業場1一おける通常( 1 )

予見することのできない業務母の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時問を超えて労働气せる必斐が
ある場合をできる隈り具体的に記入すること。な勃、業務の都合上必要な場合,業務上やむを得ない

場合等恒常的な長時開労働を招く才'それが防るものを紀入することは認められないーとに招意する
こと。

(2)「業務の桶櫛」の欄には、時問外労働又は休日労働をーせる,必要のある業務を具休的に記入し、
労働基準法第36 条第6項第1丹の健康上特に有寓な業務1一ついて協定をした場合には,当該業務を

他の業務と区別して記入すること。なお、業務の粒類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化

することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないーとに密意すること。

(3)「労働者数(満怜歳以上の者)の欄には、時問外労働又は休日労働をさせることができる労働

者の数を記入すること.

(4)「起算日」の欄には、本様式における m寺問外労働・休n労働に開する協定応」の起算日と同じ

年月日を記入すること。

(5)「延長することができる時問数及び休日労働の時問数」の欄には、労働基準注第訟条から第32
条の5まで又は第卯条の規定により労働させることができる最長の労働時問(以下「法定労働時問」

という。)を超える時問数と休日労働の時問数を合算したn制閉数であつて、「起算日」において定める

日から1箇月ごとにっいての延長することができる限度となる時問数を 100 "問米満の範囲内で記
入すること。なお、所定労働"問を超える時問数についても協定する場合においては、iチi定労働"尋問

を超える時問数と休日労働の時問数を合算した時1田数を併せて記入することができる。
「延長することができる時問数」の欄には、法定労働時問を超えて延長することができる"問数

を記入すること。「1年」にあつては、「起算日」において定める日から 1年についての延長すること

ができる限度となる時問数をπ0時問の鞄囲内で記入すること。なお、所定労働時問を超える時問数
にっいても協定する場合においては、所定労働"寺問を超える時闘数を併せて記入することができる

なお、これらの欄に記入する時問数にかかわらず.時問外労働及び休日労働を合算した時問数が1

箇月にっいて 100時問以上となつた場合,及び2箇月から6筒月までを平均して80時問を超えた場
合には労働基池法違反(同怯第Ⅱ9条の規定により6簡Π以下の懲役又は30万円以下の罰金)とな
ることに留意すること.

(田「隈度時問を超えて労働させることができる同数の欄には、隈座時問 Q範円45n寺問(対象

期問が3箇円を超える1年単位の変形労働時問制により労働する名については.U時問))を超えて

労働させることができる回数を6回の範開内で記入するーと

(フ)「限度"問を超えた労働に係る割増貨金率の欄1、は、隈度時問を超える時問外労働に係る割増

貨金の率を記入すること。なお、当1然馴増賃金の"は、法定割増賃金率を超える率とするよう努める
こと。

(8)「隈度時問を超えて労働させる場合における千統の欄【、は、協定の締結当辨帯問の下絖として、
「恊議」、「通告」等奥体的な内客を記入すること

(9)「隈度時問を超えて労働させる労働者に対する能康及び福祉を確保するための惜殴の棚には、
以下の番丹を「(該当する番号)」に選択して記入した上て、その具体的内容を「(具体的内容)に記
入すること。

①労働時問が一定"問を超えた労働寺に医師1一よる面接指導を実施すること。

②労働基準怯第37条第4項に規定する"刻の問1一おいて労働させる回数を 1飾月について定同
数以内とすること。

③終業から始業までに一定時問以ヒの継絖し六休息時問を確保すること。

④労働者の勤務状況及びその健康状態1一応、代憤休臼又は特別な休暇を付与すること。

⑤労働名の勤務状況及びその健康状態1一応、健康診断を実施すること。

⑥年次有給休暇にっいてまとまった日数連続して取得するーとを含めてその取得を促進すること。
⑦心とからだの健康問題についての相談窓口を設雌するー

⑧労働寺の勤務状況及びその縫康状態に配唯し一必要な場合{、は適切な部署1一配羅転換をすること。
⑨名要に応じて、産業医等による助言・指導を妥け、又は労働音{一産業医等1一よる保健指導を受けさ
せること。

⑩その他

2 労働基準法第36条第6頂第2号及び第3・昇の要件を遵守する趣旨のチェックボックスにっいて、「2箇
月から6箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した2箇円から6箇月までの朔問を指すこ
とに留意すること。また、チェックポックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留
意すること。

3 協定にっいては、労働者の過半数で靴織する労働線合がある場合はその労働細合と、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代凌する者と恊定すること。なお、労働者の過半数を代
表する者は、労働茶準法施行規則第6条の2第1頂の規定により、労働基準法第41条第2号に規定する監
惰又は管理の地位にある名でなく、かっ、同法に經定する協定等をする占を逮出することを明らかにして

実施される投票、挙手等の方法による子統により選出、れた者で畠って、使川占の意向に基づき逃出され

たものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な恊定とはならないことに留意すること

また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックポックスにチェックがない坦合には、届
出の形式kの要件に適合していないことに留意すること。
4 本様式をもって協定とする場合においても、協定の当班者たる労使双力の合意があることが、恊定上明
らかとなるような方怯により締粘するよう凱意すること。

5 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を仙川すること。この場合、名斐のある出頂のみ記入する
ことで差し支えない。

(備毎')

1 労働基準怯第認条の4第5項の規定により、労使委員会が設羅されている事業場において、本様式を
労使委員会の決議として屑け出る場合{ーおいては、委員 5分の4以Lの多数による議決により行われた
ものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入し六川紙を別途捉出するーととし、本様式巾「協定
と南るのは労使委員会の決礒と,協定の"Ⅱ苫てある労働細合とあるのは委員会の委員の半数{ー
つぃて任瑚を定めて指?',しオ・労・働組合と、協定の『 li音(労働耆の過半数を代喪する名の場合)の送出

方怯とあるのは委員会の委員の半数1'ついて任捌を定めて指名し六行(労働者の過半数を代表する行
の場合)の選出方法と読み赫えるものとするメ才',委員の氏名を"e入するに当たっては、任期を定め
て指名された委員とその他の委員とで区別するーととし、任則を定めて指名された委員の氏名を記入する
に『たっては、同条第2項第1月の規定【ーより、労働占の過半数で組織する労働組合がある場合において
はその労働紕合、労働者の過半数で組織する労働細合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
に任期を定めて指名された委員の氏色を記入するーと1゛留意すること。

2 労働時問等の設定の改遮に関する特別批霞怯第7条の規定により、労働"制問等設定改善委員会が設紐さ
れてぃる卓業場において、本様式を労働時問咋設定改涛委員会の決議として居け出る場合においては、委

員の5分の4以上の多数による議決によりhわれオ・ものである旨、委員会の委員数,委員の氏名を記入し
た用紙を別途捉出することとし、本様式中協定とあるのは「屶""寺問等設定改善委員会の決議」と、

協定の当排者である労働組合」とあるのは委員会の委員の半数の推薦耆である労働組合』と、「協定の
当目f者・(労働名の過半数を代表する名の場令)の選出方法と南るのは委R会の委員の半数の推薦者(労

働音の過半数を代表する者の場合)の選出方法と読み特えるものとするなお、委員の氏名を記入する
に"1たっては、推麓に基づき指名された委員とその他の委Rとで区別するーととし、推藤に基づき指名さ

れた委員の氏名を記入ずるに『たつては、伺条第1・巳規定{、より、労働者の過半数で組織する労働組合

が南る場合においてはその労働組合、労働者の過半数て靴織する労働細合力ない場合においては労働者の

過半数を代表する者の惟薦に基づき指名された委員の氏名を紀入する一 1、留意すること。


